




【学校における合理的配慮の観点】

①教育内容・方法

①-１ 教育内容

①-１-１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するため

の配慮

①-１-２ 学習内容の変更・調整

①-２ 教育方法

①-２-１ 情報・コミュニケーション及び教材の配慮

①-２-２ 学習機会や体験の確保

①-２-３ 心理面・健康面の配慮

②支援体制

②-１ 専門性のある指導体制の整備

②-２ 幼児児童生徒､教職員､保護者､地域の理解啓発

を図るための配慮

②-３ 災害時等の支援体制の整備

③施設・設備

③-１ 校内環境のバリアフリー化

③-２ 発達、障がいの状態及び特性等に応じた指導が

できる施設・設備の配慮

③ ３ 災害時等への対応に必要な施設・設備の配慮

活動に見通しを持たせる配慮 指示を分かりやすくする配慮

整理・整頓をしやすくする配慮

特性に応じた
教材・板書の配慮

合理的配慮ってどんなこと？

（事例提供先）
平成２６年度多様な学びの場充実モデル実践事業
に係る協力校から
・国東市立安岐小学校
・日出町立日出小学校
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